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令和３年第６回 邑南町議会定例会（第２日目）会議録

１．招集年月日 令和３年９月６日（令和３年８月13日告示）

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 会 令和３年９月13日（月） 午前９時30分

散会 午前10時24分

４．応招議員

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １３名

７．欠席議員 なし

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 井上 義博 事務局調整監 小形 めぐみ

10．町長提出議案の題目 別紙のとおり

11．会議録署名議員の氏名

12．本日の会議の大要は別紙のとおりである。
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議席 氏 名 議席 氏 名
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職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 三上 直樹
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令和３年第６回邑南町議会定例会議事日程（第２号）

令和３年９月13日（月）午前９時30分開議

開議宣告

議事日程の報告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議案の質疑

議案第73号 専決処分の承認を求めることについて

（令和３年度邑南町一般会計補正予算第６号）

議案第74号 令和２年度邑南町一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第75号 令和２年度邑南町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について

議案第76号 令和２年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計歳入歳出

決算の認定について

議案第77号 令和２年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

議案第78号 令和２年度邑南町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第79号 令和２年度邑南町電気通信事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

議案第80号 令和２年度邑南町水道事業会計決算の認定について

議案第81号 邑南町水道事業会計の資本金の額の減少による欠損金の処理につ

いて
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議案第82号 邑南町個人情報保護条例及び邑南町個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部改正について

議案第83号 邑南町手数料徴収条例の一部改正について

議案第84号 邑南町町営住宅管理条例の一部改正について

議案第85号 邑南町江の川下流域活性化事業推進基金条例の廃止について

議案第86号 邑智郡総合事務組合規約の変更について

議案第87号 令和３年度邑南町一般会計補正予算第７号について

議案第88号 令和３年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号につ

いて

議案第89号 令和３年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算

第１号について

議案第90号 令和３年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第１号に

ついて

議案第91号 令和３年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第２号について

議案第92号 令和３年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第１号について

議案第93号 令和３年度邑南町水道事業会計補正予算第２号について
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令和３年第６回 邑南町議会定例会（第２日目） 会議録

【令和３年９月１３日（月）】

―― 午前９時30分 開議 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 開議宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） おはようございます。これより、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでございます。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１ 会議録署名議員の指名 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。９番漆

谷議員。１０番大屋議員。お願いをいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ 議案の質疑 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２、議案の質疑。これより、議案第７３号から議

案第９３号までの質疑を行います。はじめに、議案第７３号、専決処分の承認を求め

ることについて、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第７３号の質疑を終わります。

続きまして、議案第７４号から議案第８０号に対する質疑に入ります。質疑の際は、

あらかじめページ数を示して、これを行っていただきますようお願いいたします。は

じめに、議案第７４号、令和２年度邑南町一般会計歳入歳出決算の認定についてに対

する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）
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●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第７４号の質疑を終わります。

続きまして、議案第７５号、令和２年度邑南町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第７５号の質疑を終わります。

続きまして、議案第７６号、令和２年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第７６号の質疑を終わります。

続きまして、議案第７７号、令和２年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第７７号の質疑を終わります。

続きまして、議案第７８号、令和２年度邑南町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第７８号の質疑を終わります。

続きまして、議案第７９号、令和２年度邑南町電気通信事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第７９号の質疑を終わります。

続きまして、議案第８０号、令和２年度邑南町水道事業会計決算の認定について、に
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対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第８０号の質疑を終わります。

続きまして、議案第８１号、邑南町水道事業会計の資本金の額の減少による欠損金の

処理について、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第８１号の質疑を終わります。

続きまして、議案第８２号、邑南町個人情報保護条例及び邑南町個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、に対する質疑に入ります。質

疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第８２号の質疑を終わります。

続きまして、議案第８３号、邑南町手数料徴収条例の一部改正について、に対する質

疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第８３号の質疑を終わります。

続きまして、議案第８４号、邑南町町営住宅管理条例の一部改正について、に対する

質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第８４号の質疑を終わります。

続きまして、議案第８５号、邑南町江の川下流域活性化事業推進基金条例の廃止につ

いて、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
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（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第８５号の質疑を終わります。

続きまして、議案第８６号、邑智郡総合事務組合規約の変更について、に対する質疑

に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、議案第８６号の質疑を終わります。

続きまして、議案第８７号から議案第９３号に対する質疑に入ります。質疑の際は、

あらかじめページ数を示して、これを行っていただきますようお願いいたします。は

じめに、議案第８７号、令和３年度邑南町一般会計補正予算第７号について、に対す

る質疑に入ります。質疑はありませんか。

●辰田議員（辰田直久） １２番。

●石橋議長（石橋純二） 辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 失礼します。議案資料の３３ページ。道路新設改良費の

中の林道猪子山線の改修工事１，９８０万について、質問をさせていただきます。確

認も込めましての質問でございます。この改修の内容ですよね。補正予算という趣旨

からすれば、ある程度の緊急性があると思いますが、その点を関連づけて説明をいた

だきたいと思います。

○上田建設課長（上田修） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 上田建設課長。

○上田建設課長（上田修） 林道猪子山線改修工事の事業の内容と緊急性があるか

どうか、というご質問でございます。この林道猪子山線でございますけれども、浜田

八重可部線からですね、丸瀬橋付近から大町原猪子山線という町道がございます。そ

この終点おおむね４．４キロでございますけど、そこからバレーサイドに向けての林

道９１３メートルを、林道猪子山線というふうに申しております。今回の修繕の内容



- 8 -

でございますけれども、主な工事としましては、舗装工事ということを考えておりま

す。瑞穂ハイランドさん営業されていたときから、そうだったんですけれども、冬季

間はハイランドさんの方で維持管理をしていただいて、オフシーズンの場合は町が管

理するということで、修繕あるいは維持管理の方もやってきたところでございます。

今回の修繕箇所でございますけれども、緊急性があるかどうかということでございま

すが、ここ数年猪子山線のほうも車両の通行もなくですね、そのままにしておった状

態でして、現在安全性が確保できてない舗装の箇所もございます。そういった意味も

含めまして、今回舗装の箇所おおむね１１か所、パッチングと言ってですね、それ全

線ではなくってですね、そういった危険な箇所をですね、修繕したいということでお

願いをするものでございます。以上でございます。

●辰田議員（辰田直久） １２番。

●石橋議長（石橋純二） 辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 補修の内容、舗装も何メートルとかやる言うたら、部分

部分でやられるというような形だと思うんですが、通行も最近ほとんどないという答

弁ございましたが、ということは生活道でもないわけなんですよね。町内各所には生

活道でもクラックが入ったり、いろいろとほかもたくさんある中で、どちらかといえ

ば、これは商業施設的なもの、管理を半々でやっていたということにつきましても、

やはり営業される企業側、林道としての設置者の責任の中で、やっておられるという

ことと理解をいたしますが、新しい企業さんが受けられて、大変これは良いことだと

思っておりますが、何せ気候が大きく影響するリゾート設備でもあるわけの中で、安

定的に見通しが立ったところで、２、３年のうちの中でやっていかれるということな

らある程度理解をして、町民の方も自分の周りを見渡すと少しここはもう早めに修理

しておかんと、災害に繋がるんじゃないかいうようなところの方が、道路維持費等の

予算を見ましても、それだけぽっと出せるような状況でない中で、これをやられると

いうことに、やはり頭をひねられる方があるんですが、そのへんの整合性については

どう考えでしょうか。

○上田建設課長（上田修） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 上田建設課長。
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○上田建設課長（上田修） この林道猪子山線でございますけれども、辰田議員さ

んおっしゃられますように、生活道としての利用はありません。ただし、これまでも

ですね、ハイランドへの営業の際にはですね、県外から多くの方が利用されるという

ことでございます。最盛期にはですね、渋滞が起きるほどのような利用の道路でござ

います。今後ですね、冬期に限らず様々な計画をされているというふうに、伺ってお

りますけれども、このバレーサイドに行くまでがですね、非常に危険だというところ

もございます。今までの管理がっていうところもございますけれども、そういった意

味で今回お願いするものでございます。また生活道につきましては、今回の豪雨とか

ですね、台風の災害で緊急的なものにつきましては、それぞれ予算をまた計上して、

お願いをしているところでございます。ケースいろいろございますけれども、そうい

ったことで生活道の安全性を確保するためには、そういったことで、対応させていた

だいておる次第でございます。以上でございます。

●辰田議員（辰田直久） １２番。

●石橋議長（石橋純二） １２番、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） そういった中で、危険管理の意味合いもあるという言葉

もございましたが、今回私もそういった関係で一般質問で、こういう生活道を含めた

災害防止の意味での、インフラ整備をあげております。そういった観点からも、災害

に繋がる町内各所のいろんな場所についての、来年度のこれとかんがみたときに、町

民の皆さんがどちらを優先して欲しいかということも考えて、質問させていただき、

それからこれが可決されたなら、そういった意味で期待をさせていただくので、よろ

しくお願いいたします。以上です。

●日高議員（日高八重美） ４番。

●石橋議長（石橋純二） 日高議員。

●日高議員（日高八重美） 説明書の７ページの、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金についてなんですけど、ページは、７ページと３９ページをご参

考にお願いします。この新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が、６，
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０２３万円の追加が出されてます。３９ページを見るとその使い道として、小中学校

の管理費にあわせて、小学校と中学校とあわせて、５，０４０万の対策費が使われて

ますが、これは説明資料の中にありますように、トイレの洋式化に使われるものだと

思いますが、この感染症対策のこの交付金を、小中学校のトイレの洋式化に使うとい

う、以前にも説明があったかもしれませんが、コロナ対応でトイレを洋式化するとい

うことの整合性というか、そのあたりの説明をお願いします。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議長番外。

●石橋議長（石橋純二） 高瀬学校教育課長。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 今回、小中学校のトイレの洋式化の改修の方、

予算化させてもらっておりますが、これについては新型コロナウイルス対策というこ

とで、和式トイレですとどうしても飛沫が飛ぶという率が、洋式に比べるとかなり高

いという結果が出ております。現在トイレは、ほとんどが和式の便所で、かつ床が湿

式の状態で、どうしても衛生上早く対策をしないといけないこともありましたので、

今回小学校と中学校のほうの感染症対策ということで、洋式化と床の乾式化等するも

のでございます。以上です。

〇白須財務課長（白須寿） 議長番外。

●石橋議長（石橋純二） 白須財務課長。

〇白須財務課長（白須寿） 新型コロナウイルス対策の臨時交付金については、基

本的には新型コロナウイルス対策として、自治体の考えで、自由にある程度裁量を持

って使えるものでございます。今回この小中学校のトイレの改修にこれをあてました

のは、先ほど学校教育課長からも説明がありましたが、今までの和式トイレですと、

いろんな感染経路があるんですが、その中の飛沫感染という意味で、和式トイレより

は洋式トイレの方が危険度が低いということで、このコロナの交付金をあてて、洋式

化を計画したものでございます。

●日高議員（日高八重美） ４番。
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●石橋議長（石橋純二） 日高議員。

●日高議員（日高八重美） 以前にもそういう説明をお聞きしました。ただ、この

トイレの洋式化を否定するものではなくて、今の生活様式から考えると、洋式化にす

るのはもう当然だとは思うんですが、新型コロナウイルスのこの対応というところで

の交付金を、６，０００万ちょっとある中の５，０００万をトイレに使うというとこ

ろへんで、もう少しコロナ対応に即したお金の使い方があるんじゃないかなというふ

うに思って、もう一度確認をさせていただきました。コロナが収束しない中、町民の

皆さんの命と暮らしを守るということを最優先にした、交付金の使い方っていうのが

あってもいいんじゃないかなと思いましたので、再度質問させていただきました。以

上です。

〇白須財務課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 白須財務課長。

〇白須財務課長（白須寿） 臨時交付金につきましては、昨年度からこの対策が始

まりまして、昨年度で約４億、また今年度に入りましても、今年度の配分をもとにこ

れまでの補正で、必要な予算を計上してまいりました。その間には議員さんからの意

見もお伺いしたところでございますが、そういった背景がございまして、今回この９

月補正にこの事業をあげさせてもらいました。議員さんおっしゃられるように、引き

続き十分にこのコロナ対策という意味で、効果が現れるような事業を研究してまいり

たいと、いうふうに思っております。

●石橋議長（石橋純二） よろしゅうございますか。ほかにございませんでしょう

か。

●大屋議員（大屋光宏） １０番。

●石橋議長（石橋純二） 大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） ３点あります。保健課のワクチン接種に関する超過勤務

手当と、先ほどありましたが、林道猪子山線の改修事業。それと成人式におけるＰＣ
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Ｒ検査です。まず、２６、２７の職員給与費で保健課の、これすいません内容は理解

してます。これが補足の資料の給与費明細書というところにきて、その２ページのと

ころで、職員手当の内訳ってあるんですが、本来これ時間外手当が増えなきゃいけな

いのか、期末手当のところが増えてるのは記載ミスなのか、そうじゃなくて考え方の

違いがあるのかお願いをします。次が３２ページと３３ページです。林道猪子山線で

す。先ほども質問がありましたし、委員会でも聞いておりますので内容は承知してま

すし、基本的には瑞穂ハイランドの、今度新しく引き継がれた会社への支援の一環だ

と思います。決算審査の中でも副町長から少し答えていただきましたが、支援策全体

が見えないので、１個１個審査していくしかないのかなとは思います。もう１個全く

わからないのが、ハイランドの現況なり再開なりの見込みです。委員会では、１１月

ぐらいの判断を会社がされるのではと言われましたが、あと９月に入りまして、現在

どういう状況であるのか、再開のための準備でどういうことをされているのかってい

うのが知りたいのと、再開の方針として、今年度の冬に手前をハイランド側でいいん

ですかね、バレー側っていつも言うので、手前のところと先ほどあったバレー側の、

全面最初からやっていくのか、片側ずつやっていくつもりなのかとか、夏も営業する

って話なんですが、夏営業については全面でやるのか、バレー側でやるのかとか、そ

ういう方針があるのかどうか、バレー側をどういうふうに使うかが、知りたいのでお

願いをしたいと思います。それがあって林道猪子山線の改修なんですが、状況は私な

りに知ってるつもりです。舗装が剥げてあちこちに穴があく原因っていうのは、大型

車が冬場に通るとか、除雪の時のチェーンの関係なのか、水とかが湧いて出るのか、

自然の影響なのかいろいろあると思うんですが、それをどういうふうに判断して、こ

の度きれいにはするけれどひと冬過ぎた時に、スキー場の利用者等があって、また穴

が空いたっていう時は誰がこれはするのか。毎回毎回町がしていくのか、今回きれい

にするけど、今後の補修は事業者でやってくださいということなのか、今後の対応を

教えてください。それから、３８、３９ページの成人式における、新型コロナウイル

スの対策費です。全協でも聞きましたが、やっぱり何となく思いと認識がお互い違う

のかな。もしこれを今後、住民の方にとか該当者とか聞かれたときに、僕そんな思っ

た予算じゃなかったとか、案内が出たときに、ちょっと違うんだけどっていうことが

ないように、きちっと説明をしていただいて、正しい理解をしたいと思うんですが、

この目的は何であるのか。参加者が、もしかかってると不安だからというそういう不

安解消なのか、もうこちら側の都合で絶対を出して欲しくないから、ＰＣＲ検査強制

なんだよ、全員受けてきてくださいよっていう、意味合いであるのか。予算を見ると

全員分が出てますので、ちょっと解釈が何とでもできるので、それと状況が今のよう
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な状況なら、受けてもらうのか。もう、全国どこにも緊急事態宣言が出てなくても、

やってもらうのかとか、ワクチンパスポート言葉がちょっと今違うみたいですが、ワ

クチンを打っとれば、いろんな施設に入る状況という可能性もあるので、ＰＣＲは必

要ないのかそれともするのかとか、それは状況を見てするのかっていうのを、ちょっ

と具体的に、予算ですので教えてください。それともう一つ財政上の話で、先ほども

臨時交付金がありましたが、全体の残額っていうのは３，１９９万９，０００円とい

うのは、委員会資料とか出てまして、今後使い道を決めるんだと思うんですけど、例

えばこのＰＣＲで４０７万円が、きっと全額使われないと思うんですけど、精算とか

すると、もしかすると１月末とか２月に入って残額が決定すると思うんですけど、そ

うするとなかなかそれを事業にまわすことは、難しくなると思うんですけど、この交

付金っていうのは余れば精算して国に返さなきゃいけないのか、繰り越しができるの

か。コロナ関係いろいろあるんだから、特定の事業をあてなくて、いくら以下なら、

一般会計の中で使ってもいいということになるのか、交付金の残額の処理について教

えてください。

〇白須財務課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須財務課長。

〇白須財務課長（白須寿） 先ほどの一番最後にあった、臨時交付金の残額の取り

扱いでございますが、基本的には今年度使わなかったものは、返還するという手続き

になります。１２月あるいは１月の時点で、この成人式費については実績が固まりま

すので、その時点でちょっとどう扱うかいうのを、内部でちょっと調整をまず図りた

いと、いうふうに思います。調整が図れれば、他の方へまわしてですね、使うことを

考えておりますが、ただこの財源自体が、国の方では繰り越しができなかったりいう

ようなケースもあるので、そこらへんもちょっと注意しながら調整をして、最終的に

は満額ですね、邑南町のコロナ対策に使いたいというふうに考えております。そうい

う方向で調整をしたいと思っております。

〇寺本商工観光課長（寺本英仁） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 寺本商工観光課長。
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〇寺本商工観光課長（寺本英仁） ハイランドの状況について、お答えさせていた

だきます。７月１４日に、正式にアオイテクノさんが契約をされまして、この間いろ

んな打ち合わせをしてきた中での、わかる範囲での状況ご説明でございますが、まず

今年度ハイランドスキーの方を開設を目指してはおります。目指しておるところでご

ざいますが、器具の点検、それから許可関係ということがございますので、実際オー

プンができるかどうかが判断できるのは、１１月ぐらいに入ってからではないかなと

いうふうに考えております。また、ハイランドどのように今構想を持たれてるかとい

う、これは今の会社の話を聞いてる段階ではございますが、まず雪不足というのが懸

念されます。これをクリアするためには、スキーだけではなかなか難しいということ

で、グランピング施設、温浴施設、スキー、こういったことをですね、年中通じて使

えるような施設にしていきたいというふうに考えております。当面はですね、ハイラ

ンド側の方をまずオープンを考えておられて、春にバレー側の方をグランピングの方

で、やっていきたいというふうな思いを持っておられますが、現状まだ確定している

ものではございませんが、現段階で町の方が知っているのはこの情報でございます。

以上となります。

○上田建設課長（上田修） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 上田建設課長。

○上田建設課長（上田修） 維持修繕についてのご質問でございます。今年度はこ

の度の補正予算で、舗装修繕のほうつけていただいて後ということの、ご質問だと思

いますけれども、町としましては当然通行に支障のあるもの、一般のですね、安全管

理ということで維持管理、緊急性を伴うものについては、安全性を確保するためには

町が行っていくっていうのは、今までどおりだと思います。先ほどありますけども、

冬季間の使用の仕方もございますけども、基本は町は維持管理、安全な走行を担保す

るというところで、管理をしていこうというふうに考えております。以上でございま

す。

○三上生涯学習課長（三上徹） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 三上生涯学習課長。
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○三上生涯学習課長（三上徹） 成人式におけるＰＣＲ検査の目的ですが、成人者

になられる方がいろいろな地域から、集まってこられることもありますので、参加者

の皆様が気持ちよく出席していただくために、この補正予算をあげております。人数

としましては、皆さんが要望された時に大丈夫なように、全員分の人数分を計上させ

ていただいております。

●石橋議長（石橋純二） 暫時休憩といたします。

――午前10時１分 休憩 ――

――午前10時６分 再開 ――

●石橋議長（石橋純二） それでは再開をいたします。

○三上総務課長（三上直樹） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 三上総務課長。

○三上総務課長（三上直樹） 失礼いたします。資料の記載に、ミスがございまし

た。お詫びを申し上げます。口頭で修正をさせていただきたいと、いうふうに思いま

す。一般職、２ポツの一般職の（１）総括のところの、二つ目の表になります。職員

手当の内訳でございますけれども、こちらの方が期末手当のところに、１，１７４万

８，０００円が、記載をされておりますが、これを時間外手当の方に移していただき

まして、１，１７４万８，０００円を時間外手当に、期末手当の方は変更がございま

せん。補正後の額としましては、時間外のところが、４，８５７万８，０００円のと

ころが、６，０３２万６，０００円に、それから期末手当の方が、１億９，４６７万

円のところが、１億８，２９２万２，０００円に、それぞれ修正をさせていただきた

いと思います。あわせまして、会計年度任用職員以外の職員、アのところでございま

す。それの下の職員手当の内訳のところにつきましても、同様に期末手当の、１，１

７４万８，０００円を時間外の方に移していただきまして、補正後のところが、６，

０３２万６，０００円に変更になります。期末手当の方は、１億８，４８３万３，０

００円を、１億７，３０８万５，０００円になります。大変ご迷惑をおかけいたしま

した。修正をして印刷したものを、差し替えをさせていただきたいと思います。よろ
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しくお願いいたします。

●石橋議長（石橋純二） よろしいですか。

●大屋議員（大屋光宏） １０番。

●石橋議長（石橋純二） 大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） 先ほど修正していただいたところの、時間外勤務手当の

予算の立て方で、６月にもほぼ同じこと聞いたと思うんですけど、何がおかしかった

のか、自分でもよくわからないまま聞いたんですけど、今回も保健課でワクチン接種

の業務があったので、１，２２０万円分超過勤務がつく必要であったということは、

国の補助金までってことは理解します。ただ、町とか全体で見たときに、予算を立て

るとそれがそのままプラスになる。若干金額が違いますが、年間の職員さんの勤務の

内容の中で、一定の残業も必要ということで、予算を組んであるけれど、今回ワクチ

ン接種があって増えたけれど増えた上に、例えば保健課の人は、職員さんそのまま同

じような、残業しろっていうことになってしまうので、この予算なら。大変な仕事は

入ったけれど、その分やっぱり削減するとか、休んでもらうってことは、町なり執行

部はしなきゃいけなくて、予算としたら例えば、１，２２０万を内数にするっていう

のも、一つの方法だと思うし、そうは言ってもそこまではできないけれど、半分ぐら

い６００万ぐらいつけて、あとの分は今後の仕事の中で全体で協力して、皆さん削減

しましょうとか、削減とか超過勤務しないようにって、勤務管理があると思うんです

けど、そこはどのように考えて予算を立てるのか。このままだと僕らは、職員さんど

んどん働かせますよっていう、予算に対して賛成するような気がして、心が痛むんで

すけどどう解釈すればいいのか教えていただきたいです。最後に精算して減ったら、

最後で調整するという考えもあるかもしれませんが、ちょっと単純に増えていくとい

うことは、どうかなと思います。それから瑞穂ハイランドすいません、もう一度確認

したいんですけど、言葉の細かいところを取り上げて申し訳ないですが、とりあえず

スキー場については、ハイランドが手前の方でオープンをして、春からはグランピン

グ等はバレー側を使っていくっていうようにとらえてしまったので、スキー場はバレ

ー側は使わない方針なのか、ちょっとこの表現の仕方の誤りだったのか、スキー場は

当面でどうするのか教えてください。林道の管理ですが、特定の事業者が使う林道で

あるということもあって、課長の答弁も最初の辰田議員さんの時は、冬場等の管理は
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事業者で夏場は町がって言われてるんですけど、僕のときでは、基本的には町が維持

管理すべきものであるって言われたので、そうすると穴があくたび全部町が持つのか

なと、思ったんです。今までの瑞穂ハイランドとの運営者と関係で言えば、補修のた

めの材料費は町が出すけど、その作業自体は瑞穂ハイランド側が行うような形だった

と思うんですが、今後の一旦きれいにした後の維持管理っていうのは、どういう形て

やっていくかっていうのが、きちんと定めがあるのか、今までのとは変わってくるの

かを教えてください。あとすみません、ＰＣＲでした。表現がちょっとよくわからな

くて、集まってくる参加者の皆さんが気持ちよく参加のためなので、町として強制じ

ゃなくて、それぞれの人が自分が不安で、もし人にうつしちゃ嫌だ。もしかかってて

人に感染させると不安だから、ＰＣＲを受けてくるための予算。陰性であったとか陽

性であったっていうものを別に町に出す必要はない、自分が安心して陰性でよかった

と思って参加してもらえばいいですよ。必要がないと思う人は受けなくてもいいです

よって、いう意味合いであるのか。全員受けてもらって、その証明書を出してもらう

っていうことにするのか。もう少し具体的に教えてください。

○三上総務課長（三上直樹） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 三上総務課長。

○三上総務課長（三上直樹） 時間外手当の考え方についての、ご質問いただいた

ところです。コロナ対策の、特にワクチン接種のところの補助事業については、補助

対象になるということで、これを全額計上をさせていただいております。一方で勤怠

管理の方では、特に今回コロナ対策で勤怠管理のシステムを入れさせていただきまし

て、随時時間外がどれぐらいの量でやられているかっていうのは、リアルタイムに管

理できる体制になってきております。そういう意味で、時間外の縮減とあるいは時間

外をとっていただいたところの、代休の取得とかそういうところについては、しっか

り管理をしていきます。そのようにお願いをしていきます。ただ現時点で、まだコロ

ナ対策がどうなってるか未定と申しますか、いろいろなことがある中で、おっしゃっ

ていただいたような減額の補正につきましては、期間が過ぎたものについては、減額

をさせていただいておりますが、これからについて、予測がつかないので全体額を抑

えるというところまで、至っていないのが現状でございます。

〇寺本商工観光課長（寺本英仁） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） 寺本商工観光課長。

〇寺本商工観光課長（寺本英仁） ハイランドのオープンに向けての、会社側の構

想ということでございますが、今現段階では先ほどご説明させていただきましたよう

に、ハイランド側をまずオープンをさせていこうということを、考えております。そ

れから、バレー側の方を春に向けてグランピングをやっていこうというふうに考えて

おりますが、リフト等の器具の状況とかですね、雪の状況によっては、バレー側の方

もスキーの方、活用検討されてるということも聞いております。現段階ではそういっ

たところの、構想段階でございますので、確定したものではございませんが、今のよ

うな状況でございます。以上となります。

○上田建設課長（上田修） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 上田建設課長。

○上田建設課長（上田修） 猪子山線の修繕のことについてでございますけども、

私ハイランド全体のところではなくって、猪子山線だけの話をしてしまいました。ハ

イランドの関係、バレーサイド側だけではなくてですね、ハイランドサイドがもござ

います。ああして今までも、冬季間除雪等はですね、ハイランドさんの方で、やって

いただいたりとかですね、先ほども大屋議員さんもおっしゃられましたけども、修繕

の方もやっていただいております。まだ具体的な事業の内容っていうのは、我々も承

知してございませんで、先ほど大屋さんの質問に対してはですね、通行に支障のある

場合ということで、全体的な一般的な管理は町がやるというところのお話をさせてい

ただいたものでございまして、全体的なそのハイランドさんとの今後のですね、用途

にもよってくるんだろうと思います。そういったことで、具体にはまだ協議の方です

ね、管理の方の詳細までは詰めておりませんが、今後そういった目的に応じて、維持

管理の協議をしていきたいというふうに、考えております。以上です。

○三上生涯学習課長（三上徹） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 三上生涯学習課長。
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○三上生涯学習課長（三上徹） ＰＣＲ検査のことでございますが、あくまでも強

制ではございません。前回の前年度延期にはなりましたが、その前の段階でいろいろ

と参加について、取りまとめをしている中でも出席者の方のほうで自分でやっぱり心

配をされて、欠席を出されたりしたことの話も伺っていましたので、皆さんが、そこ

の不安の解消になるように、この今回のＰＣＲ検査を計上しております。それから併

せて、それでもやっぱり自分が心配な場合は、ウェブでの参加もできるようにという

ところも、今年度も含めて計画をしております。

●大屋議員（大屋光宏） １０番。

●石橋議長（石橋純二） 大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） 成人式のＰＣＲについては、できましたらばまた委員会

等もあるんだと思いますけど、案内を出すときにその案内文なりやり方があるんだと

思うんですけど、そういうのをちょっと、議会にも示していただければと思います。

個別にはもうないんですが、全体的に予算の立て方が微妙に甘いですよね。例えば、

林道にしても本当に今の時期しなきゃいけないんだろうかって思って、ハイランド側

でもスキー場やるのかと思ったら、まだわからないっていうところもあれば、今じゃ

なくても春でもいいんじゃないかと思うし、ただそこはキャンプの予定があるという

ことだと思うんですけど、町全体で認識してるわけじゃないんですよね。仕事として

はやるけれど、そのあと今これをしなきゃいけないのかとか、そのあとの予算を出す

前に、今後の維持補修の協議は今からですとか、わからないということなので、残業

の管理もそうですけど、とりあえず予算で出しておいて精算するみたいな、全体の財

政が厳しいのでもう少し精査したものを出していただきたい。ＰＣＲもそうですが予

算の立て方としたら、人数分じゃなくて人数だけど例えば、９掛け、毎年１００％の

出席じゃないので、どうしても最後残額が出たやつをどうするかって話があるので、

極力残額が少なくなるようにっていうのは、時期的にも考えなきゃいけないんだと思

うんです。何もわからないまま予算でこれ賛成して、最後おそらくみんな質問もしな

きゃ思いが違って、これから意見交換とかいったときも、みんなバラバラのことを言

ったり、実際やられたの見たら、思いと違うんですけどってことになるので、特にス

キー場の関係はどういう支援をするかって、全体像が見えないので、スキー場がどう

いうふうになるのか、窓口は商工観光課と言われて、商工観光課に聞いても個別の事

業は担当課で聞いてくれって、担当課全体が見えてないみたいな。質問してよくわか
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ったと思うんです。もう少し皆さんで協議をしていただいて、予算を立てていただき

たい。財政の厳しさというのがあるので、予算確保、とりあえず確保じゃなくて、中

身もきちっとした形で確保していただいて、その説明を委員会等でしていただくよう

にお願いをして、質問を終わります。あくまでもお願いでいいです。

●石橋議長（石橋純二） よろしいですか。他にはございませんでしょうか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） ないようですので、議案第８７号の質疑を終わります。

続きまして、議案第８８号、令和３年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第

２号について、に対する質疑に入ります。質疑はありませんでしょうか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） ないようですので、議案第８８号の質疑を終わります。

続きまして、議案第８９号、令和３年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計

補正予算第１号について、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） ないようですので、議案第８９号の質疑を終わります。

続きまして、議案第９０号、令和３年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

第１号について、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） ないようですので、議案第９０号の質疑を終わります。

続きまして、議案第９１号、令和３年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第２号に

ついて、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）
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●石橋議長（石橋純二） ないようですので、議案第９１号の質疑を終わります。

続きまして、議案第９２号、令和３年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第１号

について、に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） ないようですので、議案第９２号の質疑を終わります。

続きまして、議案第９３号、令和３年度邑南町水道事業会計補正予算第２号について

に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） ないようですので、議案第９３号の質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 散会宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） 以上で議案第７３号から議案第９３号までの質疑はすべ

て終了をいたしました。以上で本日の日程はすべて議了いたしました。本日はこれに

て散会といたします。ご苦労さまでございました。

―― 午前10時24分 散会 ――


